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１．原子炉建物ブローアウトパネルおよび閉止装置の機能について 

原子炉建物ブローアウトパネル（原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル（以下「オペフ

ロＢＯＰ」という。），主蒸気管トンネル室ブローアウトパネル（以下「ＭＳトンネル室ＢＯＰ」

という。）および原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置（以下「ＢＯＰ閉止装置」

という。））の主な要求事項は，下記３つのとおりである。 

 

（１） 二次格納施設のバウンダリ機能 

【オペフロＢＯＰ・ＭＳトンネル室ＢＯＰ】 

オペフロＢＯＰおよびＭＳトンネル室ＢＯＰは，原子炉棟の壁の一部となることから二次

格納施設のバウンダリとしての機能維持が必要である。（技術基準規則第３８条原子炉制御

室及び第４４条原子炉格納施設） 

【ＢＯＰ閉止装置】 

ＢＯＰ閉止装置は閉止後，原子炉棟の壁の一部となることから，二次格納施設のバウンダ

リとして原子炉棟を負圧に維持できる気密性を保持できることが必要である。 

 

（２） 開放機能 

【オペフロＢＯＰ】 

オペフロＢＯＰは，設計基準事故である主蒸気管破断事故（ＭＳＬＢＡ）時において二次

格納施設の異常な過圧による原子炉格納容器等の破損を防止し，放射性物質の系外放出を最

小限に留めることを目的としている。また，格納容器バイパス（ＩＳ－ＬＯＣＡ）発生時に

おいて開放することで，二次格納施設の圧力上昇抑制および環境改善を目的としている。こ

のため，原子炉建物の内外差圧により自動的に開放する機能が必要となる。（技術基準規則

第６１条原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧をするための設備） 

 

【ＭＳトンネル室ＢＯＰ】 

ＭＳトンネル室ＢＯＰは，設計基準事故である主蒸気管破断事故（ＭＳＬＢＡ）時におい

て二次格納施設の異常な過圧による原子炉格納容器等の破損を防止し，放射性物質の系外放

出を最小限に留めることを目的としている。 

 

（３） 閉止機能 

【ＢＯＰ閉止装置】 

重大事故等対処設備であるＢＯＰ閉止装置は，重大事故等時に，中央制御室の居住性を確

保するために原子炉棟に設置されたオペフロＢＯＰ開口部を閉止する必要がある場合，この

開口部を容易かつ確実に閉止操作することを目的に設置されている。（技術基準規則第７４

条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

 

  以上より，（１），（２），（３）についてそれぞれＬＣＯ／ＡＯＴ設定を行う。 
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２．原子炉建物ブローアウトパネルおよび閉止装置のＬＣＯ／ＡＯＴ設定について 

原子炉建物ブローアウトパネルおよび閉止装置の各機能に対する保安規定条文上の整理を

示す。 

 

原子炉建物ブローアウトパネルの機能である（１）二次格納施設のバウンダリ機能，（２）

開放機能は，想定する事象により開放箇所は異なるものの，これら設備が有する機能は原子

炉格納容器外の一次系配管の破断を想定した場合の蒸気の漏えいによる建物内の圧力上昇

に対し建物外に圧力を逃がすことであり，従前の設計思想に変わりはないことから，既存の

保安規定第４９条にて整理する。 

ＢＯＰ閉止装置の機能である（３）閉止機能は，保安規定第４９条で定める機能とは異な

る機能であり，重大事故等対処施設として追加した機能であるため，新たに保安規定第６５

条を追加し，ＬＣＯ／ＡＯＴの設定を行う。 

また，ＢＯＰ閉止装置の機能である（１）二次格納施設のバウンダリ機能は，オペフロＢ

ＯＰに代わってＢＯＰ閉止装置が原子炉棟の壁の一部となることにより要求される機能で

あるため，新たに追加する保安規定第６５条にＬＣＯ／ＡＯＴの設定を行う。 

なお，ＢＯＰ閉止装置により閉止した後は，当該設備は原子炉棟のバウンダリの一部を構

成することとなるが，前述の開放機能は有さないことから，万が一オペフロＢＯＰが開放し

た場合に，ＢＯＰ閉止装置で閉止した場合においても，表４９－２で要求される措置 A１．

を完了したことにはならない。（表４９－２の※４にて規定） 
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保安規定第４９条 変更案（赤字は保安規定変更箇所） 

（原子炉棟） 

第４９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内で照射さ

れた燃料に係る作業時において，原子炉棟※２※３は，表４９－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

２．原子炉棟が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施す

る。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，原子炉棟を負圧に保ち得ることを確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内

で照射された燃料に係る作業時において，原子炉棟を負圧に保つために原子炉棟大物機器搬入

口および原子炉棟二重扉の各々において，少なくとも１つが閉鎖状態にあることを１箇月に１

回確認する。 

３．当直長は，原子炉棟が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表４９

－２の措置を講じる。 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（３号炉においては，同一水圧制御ユニットに属する１組ま

たは１本）の挿入・引抜を除く。 

※２：２号炉の原子炉棟（原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルおよび主蒸気管トンネル

室ブローアウトパネルを含む。）は重大事故等対処設備を兼ねる。 

※３：２号炉の原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルおよび主蒸気管トンネル室ブローア

ウトパネルの開放機能は，運転，起動および高温停止の場合に適用する。 

表４９－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉棟 機能が健全であること 

表４９－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A．原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，運転上の制限を満

足していないと判断した場合 

A１．原子炉棟を負圧に保つための措置を

講じる。※４ 

４時間 

B．条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

B１．高温停止にする。 

および 

B２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

C．炉心変更時または原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時において，

運転上の制限を満足していないと

判断した場合 

C１．炉心変更を中止する。 

および 

C２．原子炉棟内で照射された燃料に係る

作業を中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

※４：２号炉の原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放した場合に，第６５条（６５

－１４－２ 原子炉建物ブローアウトパネルおよび閉止装置）による再閉止をしても，

本措置を完了したこととは扱わない。 
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保安規定第６５条 条文案 

６５－１４－２ 原子炉建物ブローアウトパネルおよび閉止装置 

（１）運転上の制限

項 目 運転上の制限 

原子炉建物ブローア

ウトパネル※１

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の機能が健全である

こと 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装

置 
４８台 

※１：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルおよび主蒸気管トンネル室ブローアウトパネル

の開放機能は，第４９条（原子炉棟）で確認する。 

（２）確認事項

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の性能を確認

する。 
定事検停止時 

課長 

（原子炉） 

２．原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，原子炉建物

燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の機能が健全である

ことを確認する。 

１箇月に１回 当直長 

（３）要求される措置

条 件 要求される措置 完了時間 

A．原子炉建物燃料取

替階ブローアウト

パネル閉止装置

の機能が健全で

ない場合 

A１．当直長は，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

の機能が健全であることを確認する。 

および 

A２．当直長は，代替措置※２を検討し，原子炉主任技術者の

確認を得て実施する。 

および 

A３．当直長は，当該設備を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

３日間 

１０日間 

B．条件 A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B１．当直長は，高温停止にする。 

および 

B２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

３６時間 

※２：手動操作等による閉止手段の確認をいう。
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